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中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について（周知依頼） 

 

 標記の件について、国税庁から別紙のとおり周知依頼がありました。 

 つきましては、貴会会員に周知くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 





等の一部を改正する法律（令和３年法律第 11号）第７条の規定による改正前の措

法 42の 12の５②） 

（注２）適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額

と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額が不一

致となる事例が見受けられ、この場合には、決算期の変更や組織再編成があったとき

等を除き、これらの金額のいずれか又は両方に誤りがある可能性があります。 

（注３）制度の適用に当たって、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等

支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等

支給増加額を限度とするといった要件が付されているため（措法 42の 12の５⑤等）、

例えば、別表に記載した金額の誤りにより控除対象雇用者給与等支給増加額を本来

より少なく算出している場合には、更正の請求を行うことはできませんのでご留意

願います。 

（注４）制度の適用について、税務署から行政指導等を実施し、申告内容をお尋ねさせてい

ただく場合もありますので、ご承知おき願います。 

 

 

別添 国税庁ホームページ（抜粋） 

 

 

 

以上 

 

 

 
（お問合わせ先） 

国税庁課税部法人課税課 

      課 長 補 佐 高橋 良輔 

            松尾 公二 

      監理一係長 赤嶺 尚 

      審理一係長 中堀 弘樹 
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